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➀計画地概要

Ⅰ．現堀内会館敷地 Ⅱ．堀内児童遊園敷地

所在地 ：葉山町堀内510-1、510-2
敷地面積：1,522.58㎡（158.36㎡、1,364.22㎡）
地盤高さ： 8.2ｍ ※国土交通省 国土地理院地図（電子国土WEB）標高

地域地区：第一種住居地域
防火地域：指定なし（建築基準法第22条指定区域）
高度地区：最高限第１種 最大限度12ｍ
風致地区：該当なし
建蔽率 ：60％
容積率 ：200％
周辺道路：町道250号線（北側・東側）
道路斜線：適用距離20ｍ 勾配1.25
隣地斜線：立上がり20ｍ 勾配1.25
日影規制：建築物高さ＞10ｍ規制あり
北側斜線：規制なし
前面道路幅員に乗じる容積率算定係：0.4
埋蔵文化財：該当なし
津波浸水区域：1.0〜2.0ｍ
土砂災害警戒区域：該当なし
都市インフラ設備
上下水道：整備済み
都市ガス：未整備（延伸整備可能）
電気 ：東京電力
通信 ：NTT東日本

所在地 ：葉山町堀内510-4
敷地面積：1,784.13㎡
地盤高さ： 7.6ｍ ※国土交通省 国土地理院地図（電子国土WEB）標高

都市計画道路：3・6・5風早元町線（8.0ｍ）
敷地内通路：建築基準法第42条非該当（道路未認定）
埋蔵文化財：該当あり（児童遊園地内遺跡）
※地域地区以下左に同じ

〇計画地における建築条件等の整理

〇航空写真

現堀内会館

堀内児童遊園

【Googleより参照】
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➁整備計画概要
既存

（令和７年度現在）
整備後

（令和11年度供用開始）

イメージ

面
積

会館用地 1522.58㎡ 922.54㎡

公園用地 1784.13㎡※通路含む 2143.40㎡

現堀内会館と堀内児童遊園は近接しており、現会館は築60年経過し、耐⽤年数（軽量鉄骨造は
40年）を超えており、躯体・内外装・設備の劣化や⽼朽化に伴い⼀体的に整備する⽅針とする。
また、敷地内には都市計画道路を計画しており、将来的な整備を⾒据えた建物南側配置とする。
整備期間は令和８年度から１０年度までの３ヶ年を予定している。

現堀内会館

堀内児童遊園

新堀内会館

堀内児童遊園
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令和7年11月12日（水）開催した意見交換会と11月26日（水）〜12月17日（水）に
募集した住⺠意見を踏まえて基本計画を見直しました。

開口部は最小寸法
必要最小限防音室ではなく

倉庫に変更

防音室兼⽤
建物内部へ
エレベーター
設置検討

隣地境界から離隔距離
を全面3ｍ有効確保
（調整前は1〜2ｍ）

排気は南側は避ける

計画敷地を北側へ調整

廊下部分を
倉庫に変更

➂平面計画（１階）

引き⼾設置

外部へ直接出られるよ
うに掃出窓設置

外部へ直接出られるよ
うに掃出窓設置
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令和7年11月12日（水）開催した意見交換会と11月26日（水）〜12月17日（水）に
募集した住⺠意見を踏まえて基本計画を見直しました。

エレベーター
設置検討

誰でも使⽤可能な
多目的トイレ設置

➂平面計画（２階）
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➀ 設計業務委託 土木測量、地盤調査含む

➁ 監理業務委託
補
正
予
算

仮設工事 仮
設

仮
設

会館解体 検
査

児童遊園解体

新築工事
堀内会館本体

外構・付帯工事

児童遊園・
周辺整備工事

検
査

堀内会館

児童遊園

検
査

№

➂

➃

➄

設計 確認
申請

契
約

入
札

当初
予算

解
体

使用不可

3ヶ月
仮使用可能

5ヶ月

契
約

入
札

準備

施設状況

使用不可 2年10ヶ月（34ヶ月） 供用
開始

使用不可
9ヶ月

供用
開始

建設工事
補
正
予
算

契
約

入
札

準備 新築工事

引
渡
し

児童遊園・
周辺整備

項目 内容

2028年度 2029年度

検
査

引
渡
し

外構・付帯工事

解体工事
当
初
予
算

契
約

入
札

準
備

解
体

監理業務

N基準 N+1年 N+2年 N+3年 N+4年
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

契約 委託 工事

2026年度 2027年度

【凡例】

2025年度

予算

④整備計画スケジュール 事業期間（設計・解体・新築）は３ヶ年
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階段
広間

事務所 兼 台所

個室個室

便所

浴室 倉庫

玄関廊下

浴室

脱衣室 脱衣室

押入

押入

押入

収納

ステージ

押入

押入

倉庫

下足入
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〇町の技術職員有資格者（１級建築士）による劣化調査（目視・打診）を行い、建物の状態を把握した。

前提条件として既存建物は軽量鉄骨造のため、一般的には目標耐用年数※が40年とされており、昭和
41年に建設され築60年経過しているため、建築物全体・各部位・部材・部品すべて耐用年数を超過し
ていると判断される。
※目標耐用年数：日本建築学会『建築物の耐久計画に関する考え方』参照

⑤現堀内会館の劣化状況（参考）

〇劣化部状況写真

❶

❶鉄骨柱欠損

❷

➋基礎欠損

❹
❸

❸柱⻲裂 ❹外壁⻲裂

❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿

⓫

⓭

⓬➋❶
❸

⓮⓯

❺ ❻

❹

●・・・外部露出部 ●・・・内部隠蔽部

❺外壁⻲裂 ❻床版⻲裂・鉄骨錆

❼床版欠損・露筋 ❽床版ジャンカ
コンクリート施工不良

❾床版ジャンカ ❿床版欠損・露筋 ⓫基礎欠損 ⓬外装仕上げ欠損 ⓭柱⻲裂・床⻲裂

⓮柱⻲裂 ⓯柱⻲裂
❶床下束立 ➋床下束立

❺床下束立 ❻床下束立

無筋の可能性があるため転倒の恐れあり

束石の施工不良、浮いている箇所あり
および下地の老朽化

❸天井内 ❹天井内
番線吊りのため天井落下の恐れあり
および下地の老朽化

構造部まで腐食して
いるので大変危険


